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第１編 経営の基本理念と経営方針 

 １ 戦略策定の趣旨 

  宮城県（以下「県」という。）の港湾を取り巻く環境は、グローバリゼーションの進展に伴い、ヒト・

モノ・情報の流れに大きな変化が生じており、多くの民間企業では国際的なサプライチェーンを構築し

ている。国際輸送においては、パナマ運河・スエズ運河の拡張、北極海航路等の活用やコンテナ船の大

型化、アジアにおけるクルーズ需要の高まりといった大きな変化が起こっている。さらに、国内では今

後の急速な人口減少・労働力不足に伴う働き方改革やモーダルシフト等の輸送の効率化が進みつつあ

る。一方で、保有・管理する港湾施設の老朽化に伴う更新需要の増大が予測され、港湾の安定的な経営

への影響が懸念されている。 

  本県においても、コンテナや完成自動車などのユニット貨物の増加や、穀物船などのバルク貨物船

舶の大型化に対応するための港湾機能の拡充と強化、広域観光拠点「日本三景松島」等、港湾背後の国

内有数の観光資源を活かした観光振興のための内外航クルーズ船の受入れ機能の拡充と強化など、ハ

ード・ソフト面での対応が急務となっている。加えて、災害に強い港湾の形成、予防保全型による港湾

施設の⾧寿命化対策を計画的に推進する必要があり、港湾の安定的な経営の取組が求められている。 

このことから、高度化・効率化する物流ニーズを着実に受け止め、将来にわたって重要な港湾サービ

スの提供を安定的に継続することが可能となるよう、本県の港湾事業の中⾧期的な基本計画となる宮

城県港湾事業経営戦略を令和３年３月に策定した。 

令和７年度は、本経営戦略の中間年にあたることから、計画内容の中間見直しを行うもの。 

 

 

 

 ２ 計画期間 

  中⾧期的な視点から経営基盤の強化に取り組むことができるよう期間を設定する。 

 

○計画期間 令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間 
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 ３ 港湾を取り巻く情勢 

① 仙台塩釜港の性格及び役割 

仙台塩釜港は、仙台港区、塩釜港区、石巻港区及び松島港区からなる国際拠点港湾である。各港区

の性格及び役割は下記のとおりである。 

 

（ⅰ）仙台港区 

    仙台港区は、東北地方の政治、経済、文化の中心である百万人都市仙台を背後に擁し、中国、韓

国及び極東ロシアをダイレクトに結ぶ国際コンテナ定期航路のほか、東京、横浜港を結ぶ国際フィ

ーダー航路も充実しており、東北地方唯一の国際拠点港湾として、本県のみならず東北地方の国際

貿易の拠点として重要な役割を果たしている。 

    また、名古屋と北海道を結ぶフェリー、全国の主要港を結ぶ RORO 船、自動車運搬船（PCC 船）

等多様な内貿ユニットロードが就航しており、国内流通の拠点としての役割も果たしているほか、

大規模地震等の災害時における緊急物資の輸送基地としても位置づけられている。 

    これに加え、臨港地区には飲料関連、鉄鋼業関連などの様々な工場や、石油精製所、火力発電所、

LNG 基地など各種エネルギー関連産業が集積しているほか、臨海部には産業、貿易の振興を図る

ため、みやぎ産業交流センター（夢メッセみやぎ）をはじめ、仙台港国際ビジネスサポートセンタ

ー（アクセル）や仙台国際貿易港物流ターミナルなどが立地しており、生産やエネルギー供給、国

際交流における拠点にもなっている。 

  

（ⅱ）塩釜港区 

  塩釜港区は、地域の基幹産業である水産加工業の原材料の輸送拠点であるとともに、臨海部には

畜産用の飼肥料工場やセメントサイロが立地するなど、地域の物流拠点としての役割を果たして

いる。 

加えて石油関連企業が多数立地しており、東北のエネルギー供給基地として重要な役割を担っ

ている。特に、平成２３（２０１１）年の東日本大震災には、その役割を大いに発現するなど、エ

ネルギー配分基地としての重要性が高まっている。 

    加えて、日本三景の一つ「松島」の観光船基地として、また、浦戸諸島等の離島への連絡船の基

地として、仙台都市圏の観光振興と生活を支える重要な役割を担っている。 

 

（ⅲ）石巻港区 

  石巻港区は、背後には紙・パルプ関連、飼肥料関連、木材・合板関連産業が集積し、近年は、環

境に配慮した火力発電所が立地するなど、原材料や燃料の輸入拠点としての役割を果たしている。

特に、大型バルク貨物を扱う港として、国際バルク戦略港湾（穀物）に選定された釧路港及び鹿島

港の連携港に指定されており、東北のバルク貨物の受入港となっている。 

    また、年々クルーズ船の寄港回数が増加するなど、クルーズ船の寄港地として、国内外の観光客

に対する東北地方の玄関口の役割も担っている。 
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  （ⅳ）松島港区 

  松島港区は、松島湾諸島と湾周囲の松島丘陵も含めた修景地区であり、日本三景の一つとして数

えられている。明治３５（１９０２）年に県内初の県立自然公園に、大正１２（１９２３）年に国

の名勝、昭和２７（１９５２）年には特別名勝に指定され、現在、年間５００万人を超える観光客

で賑わっており、「日本三景松島」の観光拠点となっている。 

 

② 地方港湾の性格及び役割 

 地方港湾は、県内各地に７港が位置しており、各地域の産業・生活を支える重要な役割を担ってお

り、港毎に県内各地域の特性にあわせて、地域の漁業基地や離島航路の拠点、小型船の避難港等の地

域を支える重要な港湾となっている。 
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③背後地域の状況 

（ⅰ）背後地域 

  本県の港湾の背後地域は、貨物流動状況及び地理的位置等により、一般貨物は本県全域、コンテ

ナ貨物は東北６県となっている。 

（ⅱ）人口動向 

  令和２（２０２０）年の国勢調査では、東北の人口は約８６１万人で全国に占める割合は約 

6．8％で、近年減少傾向にある。また、本県の人口は約２３０万人で東北の約２６．７％を占め、

近年減少傾向となっている。 

（ⅲ）産業動向 

 ●産業の立地 

   本県には、高速道路・港湾・鉄道・空港などの物流インフラが充実している大規模な工業団地が

東北の中核都市である仙台市の近くに多数立地している。特に、「仙台北部中核工業団地群」は、

本県の重点分野に位置づける「自動車関連産業」、「高度電子機械産業」などの集積が進んでいる。 

  ●就業動向 

 令和２（２０２０）年における東北の就業人口は約４１６万人で、全国に占める割合は    

約７．２％となっている。産業別にみると、東北の第１次産業は全国の１５．８％、第２次産業は

約７．７％、第３次産業は約６．７％を占めており、第一次産業の割合が高くなっている。 

  また、本県の就業人口は約１０９万人で、産業別にみると、第３次産業は東北の約２８．３％を

占めている。 

 ●工業 

  令和６（２０２４）年における東北の製造品出荷額等は約２０兆８，８４８億円で全国に占める

割合は約５．６％である。また、本県の製造品出荷額等は約５兆４，６９３億円で、東北の約 

２６％を占めている。 

 

表１－１ 背後地域の現状 

 単位 宮城県 東北 全国 

 東北シェア  全国シェア 

人口 千人 2,301 26.7％ 8,611 6.8% 126,146 

就業者数 千人 1,085 26.1％ 4,159 7.2％ 57,634 

 第１次産業 千人 44 14.2％ 310 15.8％ 1,968 

 第２次産業 千人 238 23.4％ 1,015 7.7％ 13,193 

 第３次産業 千人 803 28.3％ 2,834 6.7％ 42,473 

製造品出荷額等 億円 54,693 26.2％ 208,848 5.6％ 3,732,388 

※令和２（２０２０）年国勢調査、令和６（２０２４）年経済構造実態調査（二次集計結果） 
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④港湾周辺の交通網 

（ⅰ）鉄道 

    仙台塩釜港の背後には、JR 東北新幹線、JR 東北本線、JR 仙石線、仙台臨海鉄道があり、貨物輸

送、通勤・通学に利用されている。 

（ⅱ）道路 

 仙台塩釜港の周辺には、被災地の復興を支え仙台塩釜港各港区を連結する「三陸縦貫自動車道」

や、これと内陸部の東北自動車道や国道 4 号を結ぶ「みやぎ県北高速幹線道路」が整備されてい

る。加えて、１００万人規模の都市では国内初となる自動車専用道の環状ネットワーク（愛称「ぐ

るっ都・仙台」）が形成されており、「仙台北部中核工業団地群」から仙台塩釜港を経由することで

複合一貫輸送を可能にする利便性の高い物流ネットワークが構築されている。 

 このため、仙台塩釜港は、周辺のインターチェンジから高速道路網を利用することで、県内各地

の工業団地群や、東北の各主要都市へ容易にアクセスできる良好な環境にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 仙台都市圏自動車専用道路の状況 
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  ⑤仙台塩釜港仙台港区の定期航路 

 仙台塩釜港仙台港区には、中国／韓国航路、韓国航路、中国航路、極東ロシア航路の計４航路の国

際コンテナ定期航路と、京浜港（東京・横浜港）を経由する国際フィーダーコンテナ定期航路が運航

している。また、フェリーやＲＯＲＯ船、自動車運搬船も毎日寄港しており、安定した物流供給が行

われている。が行われている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 寄港地一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※港湾整備事業経営戦略の開始年度から現時点まで 

図１－３ コンテナ定期航路便数の推移  

(年) (年) 
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  ４ 宮城県の港湾の現状 

① 取扱量の現状 

 県内港湾の令和６（２０２４）年の年間取扱貨物量（速報値）は４，０９９万トンであり、そのう

ち仙台塩釜港の取扱貨物量は４，０８４万トンと年間取扱貨物量の約９９．６％を占めている。仙台

塩釜港のうち最も取扱貨物量の多い仙台港区は、３，５９８万トンとなっている。 

仙台港区の外貿貨物（輸出、輸入）と内貿貨物（移出、移入）の割合や取扱い品目については、図

１－６のとおりで、輸出では、化学製品が最も多く、次いで揮発油、その他石油、鋼材の順になって

いる。輸入では、原油が最も多く、次いで LNG、LPG、揮発油の順になっている。内貿貨物では、

移出は、フェリー貨物が最も多く、次いで完成自動車、重油の順になっている。移入は、フェリー貨

物が最も多く、次いで完成自動車、原油の順になっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４ 宮城県港湾の取扱貨物量の推移 

 

 

 

 

 

 

図１－５ 仙台港区の取扱貨物量の推移 図１－６ 仙台港区の外内貿別取扱貨物量 
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 本県全体の年間取扱貨物量は、東日本大震災の影響により、平成２３（２０１１）年の貨物量が一時的

に落ち込んだものの、その後、順調に震災前の水準にまで回復している。仙台塩釜港の取扱貨物量が順調

に増加している一方で、地方港湾においては、一時的な復興需要により取扱貨物量の増加があったもの

の、震災前の水準には回復していない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７ 年間取扱貨物量の推移（仙台塩釜港） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－８ 年間取扱貨物量の推移（地方港） 

 

※ 御崎港及び表浜港は、港湾調査の対象ではないため、年間取扱貨物量の推移から除いている。 
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また、仙台塩釜港仙台港区のコンテナ貨物取扱量は、令和元（２０１９）年に過去最高の２９０，

１６０ＴＥＵを記録した。その後は新型コロナウイルスや不安定な国際情勢の影響を受けて減少が

続いていたものの、令和６（２０２４）年は２３９，２０６ＴＥＵと 5 年ぶりに増加に転じ、減少に

歯止めがかかった。 

 取扱品目については、輸移出では、ゴム製品が最も多く、次いで紙・パルプ、再利用資材、自動車

部品の順になっている。輸移入では、木製品が最も多く、次いで電気機械、水産品、合成樹脂等の順

になっている。 

令和７（２０２５）年のコンテナ貨物取扱量（速報値）は、約２４．８万ＴＥＵであり、2 年連続

で増加する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－９ 仙台港区コンテナ貨物取扱量の推移 

 

 

  

※1 ＴＥＵ：コンテナ取扱貨物量の単位のこと。 

      長さ２０フィートのコンテナ１本を１ＴＥＵ、長さ４０フィートのコンテナ１本を２ＴＥＵとカウント。 

※2 令和７（２０２５）年の数値は速報値のため、今後変動する可能性あり。 

(単位：TEU) 

（速報値） 
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  船舶乗降客数については，平成２３（２０１１）年に東日本大震災の影響により一時的に落ち込んだ

が，その後，回復しており，さらに令和２（２０２０）年からは，新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受け一時約５３万人まで減少したが，現在はコロナ前を上回る水準に回復している。ただ，東日本大

震災前の水準までは戻っていない状況である。 

 

 
図１－１０ 年間船舶乗降人員数の推移（松島港区・塩釜港区） 

 

本県は、日本三景の一つである「特別名勝松島」や伊達政宗が築いた山城の跡である「仙台城跡」な

どの観光資源を有し、近年はそれらの観光周遊を目的とした、大型外航クルーズ船の寄港が増加し、訪

日外国人等観光客の増加が期待されている。今後、クルーズ船の寄港ニーズに着実に対応するため、受

入環境の整備を推進する必要がある。 

令和７（２０２５）年度はクルーズ船の寄港数が１３回と、過去２番目に多い寄港数となり、コロナ

禍から回復傾向となっていることから、今後のクルーズ船寄港数増加も期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１１ クルーズ船の寄港回数の推移（仙台港区・石巻港区） 
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② 施設の老朽化の進行 

県では、仙台塩釜港及び地方港湾において計７１２施設（５１５施設＋１９７施設）の管理を行って

いるが、それらの多くは昭和４０（１９６５）年代から５０（１９７５）年代に集中的に整備されてお

り、今後急速に老朽化施設が増加すると見込まれる。 

 

   表１－２ 施設数（国際拠点港湾 仙台塩釜港） 

施設分類 仙台港区 塩釜港区 石巻港区 松島港区 計 

水域施設 ２３ １６ １０ ７ ５６ 

外郭施設 １９ ２９ ３２ ６ ８６ 

係留施設(公共) １９ ７０ ２６ ２０ １３５ 

臨港交通施設 ３２ ３２ ４２ １ １０７ 

荷捌き施設 １６ １５ ２０  ５１ 

保管施設 １９ ２０ ９  ４８ 

その他 １２ ５ １５  ３２ 

計 １４０ １８７ １５４ ３４ ５１５ 

  

 表１－３ 施設数（地方港湾 ７港）  

施設分類 気仙沼港 女川港 雄勝港 荻浜港 表浜港 金華山港 御崎港 計 

水域施設 ２ １ １ ２  １ ４ １１ 

外郭施設  ２３ １８ ８ ７ ９ ２ ６７ 

係留施設 ６ １８ １５ ７ ５ ７ ４ ６２ 

臨港交通施設 ７ １０ ９ ４ ５ ４ １ ４０ 

荷捌き施設 ３ ５      ８ 

保管施設 ２ １      ３ 

その他  １   ４  １ ６ 

計 ２０ ５９ ４３ ２１ ２１ ２１ １２ １９７ 

※施設数は、港湾施設台帳（令和８年（２０２６）３月末時点）。港湾管理者が管理している施設数を

計上。 
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  最も施設数の多い係留施設を例にとると、港湾施設⾧寿命化計画策定時（平成２９（２０１７）年）

には供用後５０年を経過する施設が全体施設の約２２%である、１０年後（令和９（２０２７）年）に

は約６３%に達し、更にその１０年後（令和１９（２０３７）年）には約７７％に達する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、係留施設のうち、鋼矢板式、桟橋式といった鋼構造物で構成される施設の劣化が著しく進行し

ている。このため、港湾施設全体の老朽化の進行状況を考慮した，計画的な老朽化対策の実施とそれに

要する費用の平準化を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岸壁延⾧ 4,720m/21,447m） （岸壁延⾧ 13,510m/21,447m） （岸壁延⾧ 16,510m/21,447m） 

（岸壁延⾧ベース） 

平成２９（２０１７）年３月 令和９（２０２７）年３月 令和１９（２０３７）年３月 
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③ 大規模災害等への対応 

  東日本大震災では、大規模な地震・津波により港湾施設が甚大な被害を受けた。これにより、仙台塩

釜港の機能が停止し、⾧期間にわたり物資輸送が制限され、東北地域の産業活動にも大きな影響を及ぼ

したことから、災害時の港湾機能の早期復旧が急務となった。 

  それらを踏まえて、大規模災害時において、県内の各港湾が、復旧・復興の物資輸送の拠点としての

役割を担うことの重要性が再認識された。そのため、仙台塩釜港においては、特に耐震強化岸壁※１を

整備するとともに、港湾緑地及び臨港道路を整備し、被災地における物資輸送の拠点として支障が生ず

ることがないよう施設の維持管理に努める。また、緊急輸送道路ネットワーク計画により防災拠点とし

て位置づけられている施設について、耐震化の整備等を進め、緊急輸送活動を支援するために必要な施

設の確保に努める。加えて、災害に強いまちづくり宮城モデルの構築において、津波対策として海岸保

全施設の復旧にあたって、津波防護レベル（レベル１）※２対策として施設整備を実施するほか、津波

減災レベル（レベル２）※３対策として津波の減災効果を有する防御施設の整備を推進している。 

  また、大規模災害時の港湾機能の早期回復を目的とし、港湾機能継続計画（港湾 BCP）を策定し、

防災訓練等の実施、関係機関や民間関係団体等との災害支援協定の締結等の災害対策に取り組んでい

る。さらに、仙台塩釜港の入港隻数の増加や大型化により衝突や船舶からの油流出事故等の危険性も増

大していることから、被害の拡大防止や港湾機能を維持するため、定期的な防災訓練を実施し、対応力

の向上を図っている。 

 

 ※１ 耐震強化岸壁：大規模地震発生直後からの緊急物資等の輸送や、経済活動の確保を目的とした、

通常の岸壁よりも耐震性を強化した係留施設。 

 ※２ 津波防護レベル（レベル１）：数十年から百数十年に一度発生する比較的発生頻度の高い津波に 

対応。 

 ※３ 津波減災レベル（レベル２）：発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす

津波に対応。 
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④ 財政状況の現状 

港湾整備事業特別会計は、原則として、港湾施設使用料収入により事業を実施するものである。し

かし、現状の港湾整備事業特別会計の収支は、港湾施設使用料収入のみでは所要額を賄うことができ

ず、資本費平準化債の活用や一般会計からの繰入金等により必要な財源を確保している状況にある。 

港湾施設使用料については、東日本大震災の影響により、①港湾施設が被災し使用不能になったこ

と、②使用不能とはならなかった施設についても、被災により施設としての機能を十分に果たせなか

ったことから減免措置を講じたこと、③港湾利用企業の多くが被災し港湾施設の利用率が低下したこ

と等を受け平成２３（２０１１）年度に大きく減少した。その後、港湾施設の災害復旧の進捗に伴い

取扱貨物量が増加し、平成２６（２０１４）年度には被災前の使用料収入の水準まで回復した。その

後も、復興需要や新たな企業立地、新規コンテナ定期航路の就航によって、取扱貨物量の増加が続き、

一時的に新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、令和６（２０２４）年度までの使用料収

入は順調に伸びている。しかし、物価高騰に伴う維持管理費等の高止まりにより収支の圧迫が懸念さ

れている。 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

図１-１２ 港湾施設使用料収入の推移（平成２７（２０１５）年～令和１７（２０３５）年） 

（※２０２５年以降は収入見込額） 
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将来にわたって安定的な港湾運営を実現するため、物価高騰の状況を注視するとともに、使用料収

入の増加に向けた取組を積極的に推進する必要がある。 

一般会計からの繰入金は、災害復旧費と公債費に充当している。災害復旧費は、特別会計への繰出

基準に基づき事業費の全額を繰入れし、公債費は、使用料や他の財源を充てた後の不足分を一般会計

から繰り入れしている。 

地方財政法に定める資金の不足額の発生の要因である減収対策企業債については、現在、地方公共

団体金融機構への１５年間の償還計画（償還期限：令和９（２０２７）年３月）により、計画的に償

還を行っている。 

使用料収入の増加や、適正な償還計画に基づく償還額の減少、過去の起債の早期償還による利子支

払額の軽減等により、一般会計からの繰入金は減少傾向にあるが、令和６（２０２４）年度末におい

て、一般会計からの繰入金を除く財源による収支均衡には至っていない。 

今後、港湾整備事業特別会計は、人口減少や経済の停滞による使用料収入の減少や、施設の老朽化

による維持管理費の増加等により、財政状況が悪化する可能性があり、一層の使用料収入の確保や経

費削減等によって、収支均衡を図る必要がある。 
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５ 前期５か年の取組実績 

（１） 投資額 

 港湾整備事業特別会計における令和３（２０２１）年度から令和７(２０２５)年度における事業費につ

いては次のとおりで、概ね順調に予算を確保・執行できている。 

 

①（計画）全体事業費（Ｒ３～Ｒ１２）１０か年 約８７億円 

②（実績）前期事業費（Ｒ３～Ｒ７）   ５か年 約４４億円 

比率（②/①） 約５０．５％ 

 

（２） 主な成果 

事業名 仙台塩釜港仙台港区向洋地区ふ頭再編事業 

事業概要 仙台塩釜港仙台港区の高砂コンテナターミナルでは東北全体のコンテナ取扱

量の約６割を担っており、東北の経済を支える重要な港湾施設となっている。 

本事業は、コンテナ貨物の取扱が増加している高砂ふ頭の混雑解消と物流の

効率化、さらなる貨物の増加に対応することを目的として、ふ頭拡張整備を行

い港湾機能の強化を図るものである。 

整備内容 野積場・荷さばき地 ４．０ha 

荷役機械（ガントリークレーン：耐震型、インバータ方式）１基 

（直轄事業：３号岸壁（－１４m）L＝１９０ｍ延伸） 

事業期間 平成３０（２０１８）年度～令和５（２０２３）年度 

総事業費 

（うち本計画期間） 

約５０億円 

（約５０億円） 

概況図  
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事業名 仙台塩釜港塩釜港区貞山地区予防保全事業 

事業概要 仙台塩釜港塩釜港区は、天然の良港という特性から東日本大震災時の津波

被害は軽微であり、震災１０日後には石油類の船舶輸送が可能となり復興に

大いに貢献した。貞山ふ頭１号岸壁は、建設（昭和３５（１９６０）年）か

ら６５年以上が経過し、老朽化の進行のほかに狭隘な背後用地が課題となっ

ており、老朽化による代替機能確保とあわせて耐震バースの整備が求められ

ている。 

本事業は、周辺倉庫等との面的整備を含め、緊急点検結果や予防保全の観

点から、旧岸壁や旧護岸に替わる岸壁整備及びふ頭用地の造成を行うもので

ある。 

整備内容 野積場・荷さばき地 ２．０ha 

（直轄事業：貞山１号岸壁 L=１６０m 水深－９m耐震（暫定－７．５m）) 

事業期間 令和元（２０１９）年度～令和３（２０２１）年度 

総事業費 

（うち本計画期間） 

約５億円 

（約３億円） 

概況図 
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事業名 老朽化する港湾施設の計画的な更新 

事業概要 荷役機械については供用開始から既に耐用年数を超えて使用しているもの

が多く、突発的な故障等のリスクの増大により、港湾荷役に支障を与えかね

ない状況である。また、野積場における舗装の損傷により、完成自動車など

製品の蔵置に支障をきたしている状況である。このことから計画的な維持管

理による機能回復を図るとともに、必要性の低い施設の廃止により、長期的

なトータルコストの縮減を目指す。 

整備内容 荷役機械（ジブクレーン）の撤去 

雷神ふ頭（野積み場）の舗装補修 

事業期間 令和６（２０２４）年度～ 

事業費  ジブクレーン撤去費：２億円（Ｒ６）、舗装補修費１．２億円（Ｒ６） 

概況図  
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（３）投資・財政計画に対する状況 

 当経営戦略で設定した計画期間内（Ｒ３～Ｒ１２）における財政収支計画の状況については表 1 のと

おり。 

新型コロナウイルス感染症の拡大や国際社会情勢の不安定化に伴う世界的なサプライチェーンの変化

などにより、港湾貨物取扱量が近年減少していることを受け、港湾施設使用料による収入が低調であっ

たことなどにより、収益的収支については計画に対して黒字幅が圧縮となった。 

また、他会計繰入金については計画約２２億円に対して、実績が約２１億円と下回る結果となった。 

令和 7 年度における地方債残高の見通しについて、計画に対しておおむね順調であり、引き続き、資

本費平準化債等を積極的に活用し、計画的な県債償還に努めていく。 

 

表１ 投資・財政計画に対する状況 

項目 計画 実績 

収益的収支 （Ｒ３～Ｒ７） 約４６億円の黒字 約４６億円の黒字 

資本的収支 （Ｒ３～Ｒ７） 約４６億円の赤字 約５３億円の赤字 

他会計繰入金（Ｒ３～Ｒ７） 約２２億円 約２１億円 

地方債残高 （令和７年度見通し） 約２４３億円 約２４８億円 

 

（４）今後の取組方針 

近年では円安・物価高による輸入コストの増加や人手不足、原材料価格の上昇をはじめ、脱炭素社会の

実現や物流の２０２４年問題に伴うモーダルシフト、DX や GX の加速化など、港湾を取り巻く状況は大

きく変化している。こうした社会情勢の変化を的確に捉え、コンテナターミナル拡張をはじめとする港

湾施設整備により機能強化となった強みをいかし、関係各社や関係機関と連携し、利用促進や貨物取扱

量増加に向けた積極的なセールス活動や各施策に取り組むこととする。 

また、現行の港湾施設⾧寿命化計画を見直し、最新の施設の健全度に基づいた優先順位やメンテナンス

計画を策定し、ライフサイクルコストの縮減を図ることで⾧期的な投資額を低減するほか、突発的な施

設損傷による港湾機能の低下を未然に防ぐなど、安定した港湾運営にも努め、仙台塩釜港をはじめとす

る本県の港湾が将来にわたり地域とともに持続的に発展し続けていけるよう、取組を継続する。 

  



20 

 

６ 基本理念・経営方針 

（１）基本理念 

  港湾は、多様な産業活動・県民生活を支える重要な物流・生産基盤であると同時に、人々が集う交流

拠点でもあることから、安定的に港湾機能を提供することが使命となっている。さらに、大規模地震

等の災害時であっても早期に港湾機能を回復させ、地域の産業活動への影響を最小限とする必要があ

る。 

一方で、既設の港湾施設については、施設の老朽化が進行しており、施設の改築更新需要の増加や人

口減少、経済の停滞による使用料収入の減少のリスクといった厳しい経営環境が予想されることから、

県民生活を支える本県の港湾機能の安定的な経営を推進する必要がある。 

  これらを踏まえ、本県の港湾事業の運営における基本理念を「港湾事業の安定的運営と豊かな暮ら

しを支える産業基盤の整備・強化」とし、国際貿易や国内流通を支える機能を強化し、高度化する物

流ニーズに着実に応え、加えて、予防保全型による港湾施設の⾧寿命化対策を推進するため、今後 

１０年間の経営方針を定め、事業運営を行っていく。 

基本理念 

 

港湾事業の安定的運営と豊かな暮らしを支える産業基盤の整備・強化 

 

（２）経営方針 

   基本理念である「港湾事業の安定的運営と豊かな暮らしを支える産業基盤の整備・強化」に基づ

き、今後の港湾事業の経営にあたっては、人口減少社会であっても適切な管理水準を確保し、港湾機

能を安定的に提供できる「経営基盤の強化」と「港湾施設の強靱化・⾧寿命化」に取り組んでいく。 

さらに、経済のグローバル化や情報化の進展、船舶の大型化といった港湾を取り巻く情勢の変化に

対応するため、「海上広域物流ネットワークの構築・強化」に取り組んでいく。 

 

１ 経営基盤の強化 

経営状況の的確な把握により、安定的な財政運営を進め、経営基盤の強化に努める。 

 

２ 港湾施設の強靱化・長寿命化 

    東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害時においても継続的に港湾機能を提供できるよう施

設の強靱化・耐震化を進めるとともに、危機管理対応の強化に努める。 

老朽化した施設の計画的な修繕を進め、ライフサイクルコストの低減と⾧寿命化対策を図り、計

画的な施設の維持管理に努める。 

 

３ 広域海上物流ネットワークの構築・強化 

東北唯一の国際拠点港湾である仙台塩釜港は、本県のみならず東北地方全体の物流拠点として

大きな役割を担っており、施設の拡充・高度化を推進するとともにポートセールス等を積極的に展

開し、海上物流ネットワークの構築・強化に努める。 
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イ　クルーズ船の誘致及び受入環境の整備（一般会計）

②港湾振興の推進　　

①東北の発展を支える港湾施設整備の推進

②防災減災・危機管理対策の推進

ア　ポートセールスの推進　　　　　　　（一般会計）

ア　港湾施設整備の推進　　　　　　　　（特別会計，一般会計）

（１）経営基盤の強化

（２）港湾施設の強靱化・長寿命化

（３）海上広域物流ネットワークの構築・強化

①安定した財政運営

②経営の効率化

①施設の長寿命化対策の推進

ア　収益の確保　　　　　　　　　　　　（特別会計，一般会計）

イ　費用の削減　　　　　　　　　　　　（特別会計，一般会計）

ア　官民連携事業の推進　　　　　　　　（特別会計，一般会計）

ア　施設の更新・長寿命化対策の推進　　（特別会計，一般会計）

ア　施設の耐震化　　　　　　　　　　　（特別会計，一般会計）

イ　業務継続計画（BCP）の策定・更新　 （一般会計）

ウ　危機管理対策の推進　　　　　　　　（一般会計）

ウ　地方公営企業法適用の検討　　　 　 （特別会計）

第２編 主要施策の取組 

 １ 事業体系 

  経営方針に基づき、次のとおり施策を展開していく。 

 

【経営方針】                【取 組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宮城県港湾事業経営戦略は、港湾整備事業特別会計を対象としているが、取組の内容は港湾事業全体

に係わるため「第２編 主要施策の取組」では宮城県一般会計予算で実施する取組も含めて記載して

いる。 
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２ 主要施策と主な取組 

（１）経営基盤の強化 

①安定した財政運営 

＜取組方針＞ 

  港湾利用の拡大や港湾施設の有効活用等により収益の確保に努めるとともに、費用の削減に努め、

適正な収支による安定的な経営を図る。 

＜取組＞ 

  ア．収益の確保 

   ・経営状況の分析や施設投資費・維持管理費等の費用算定により、適切な港湾施設利用料を設定し

安定的な収入の確保に努める。 

   ・仙台塩釜港の貨物動向等を分析し、戦略的・積極的なポートセールスを実施することにより、貨

物取扱量の増加や航路の維持・拡大を図り、使用料収入等の増加に努める。 

 

   

  イ．費用の削減 

   ・施設維持管理費用の平準化を図ることで単年度毎の支出の安定に努める。 

   ・計画的な資金管理により、借入額の削減及び支払利息の軽減に努める。 

   ・施設の適正な新設・改修計画の策定により、安全性を維持しつつ効率的かつ適時に施設を更新

し、⾧期的な支出の適正化に努める。 

   ・施設改修にあたっては、省エネ化や⾧寿命化を実現できる資材の導入等を積極的に行い、修繕費

用や電気代等のランニングコスト縮減に努める。 

 

   ウ．地方公営企業法適用の検討 

   ・港湾整備事業の健全な経営の実現を図るため、地方公営企業法の適用について、検討を進める。 

 

②経営の効率化 

＜取組方針＞ 

既に港湾環境整備施設の一部で導入している指定管理者制度の対象拡大を念頭に、港湾利用の拡大

及び運営の効率化を通して港湾経営の効率化を図る。 

＜取組＞ 

  ア．官民連携事業の推進 

・荷捌き施設及び係留施設等を中心に施設の維持管理及び運営等の業務内容に対する指定管理者

制度の導入に向けた検討を進め、経費の削減や利用者サービスの向上等を通した効率的な港湾

運営を実践できる体制づくりに努める。 

 ・港湾の効率的な運営に関しては、仙台塩釜港の利用状況を踏まえ、港湾運営検討会等により「港

湾運営の合理化・効率化」、「サービス向上」などに向けた港湾運営のあり方を検討するととも

に、港湾運営会社設立等の可能性についても研究する。 
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（２）港湾施設の強化・長寿命化 

 ①施設の長寿命化対策の推進 

＜取組方針＞ 

   施設の老朽化に伴う事故や機能停止を未然に防止するため、⾧寿命化計画に基づき、計画的に施

設の⾧寿命化対策と改築更新を進める。 

   ⾧寿命化対策は、施設の点検診断に基づく劣化予測を行い、施設の性能が低下する前に軽微な対

応で延命化する予防保全型の対策を行うことで、従来の大規模な補修や施設更新を前提とした対策

よりも総事業費の抑制を図る。加えて、施設の補修費や点検費用が短期間に集中し、事業が困難にな

ることが懸念されることから、一部の事業を前倒し等することで予算の平準化を図り、継続的な施設

管理を推進する。 

   

＜取組＞ 

ア．施設の長寿命化対策と改築更新 

   ・⾧寿命化計画に基づき、各港湾施設及び海岸保全施設の⾧寿命化対策及び改築更新を推進する。 

① ⾧寿命化対策・・・既存の施設の一部を活かしながら部分的に新しくすること。 

② 改築更新・・・・・既存の施設を新たに取り替えること。 

   ・「ＡＡ」施設の補修は、令和３（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度の期間で補修完了。 

   ・「Ａ」施設の補修は、令和３（２０２１）年度から令和９（２０２７）年度の期間で補修完了を

目標とする。 

   ・「Ｂ」施設の補修は、令和５（２０２７）年度から令和９（２０２７）年度の期間で補修完了を

目標とする。 

 

表２－１ 港湾施設⾧寿命化対策施設数 （令和７（２０２５）年度時点） 

健全度区分 施設数 補修完了 未補修 

ＡＡ １６ １６ ０ 

Ａ １１ ９ ２ 

Ｂ １１ ６ ５ 

合計 ３８ ３１ ７ 

 

表２－２ 点検診断評価の区分 

点検診断の健全度区分 部位・部材の状態 

ＡＡ 
施設の性能が低下している状態 

（変状が著しく、対策の緊急性が特に高い場合） 

Ａ 施設の性能が低下している状態 

Ｂ 放置した場合に、施設の性能が低下する恐れがある場合 
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 ②防災減災・危機管理対策の推進 

＜取組方針＞ 

  大規模地震が発生した際、港湾は被災者の避難や緊急救援物資の輸送拠点として重要な役割を担う

こととなるため、災害時においても港湾機能を維持できるよう施設の耐震化を推進する。さらに、平成

２７（２０１５）年に策定した港湾機能継続計画（港湾 BCP）について、対応訓練等を重ねながら見

直し、更新していくなど、危機管理対策の強化を図る。また、船舶による事故や油流出事故等について

も、訓練などを通じて、事前の対策、被害拡大の防止、早期の港湾機能復旧を見据えた事故対応要領の

更新等を図り、対応力の向上を図る。 

 

＜取組＞ 

  ア．施設の耐震化 

   ・港湾施設の耐震化は、港湾計画において緊急救援物資等の輸送拠点として位置づけられた耐震

強化岸壁の整備を推進する。 

 

  イ．港湾機能継続計画（港湾 BCP）の更新 

   ・仙台塩釜港において大規模な地震・津波による被害が発生した場合にも、ある一定の港湾機能を

継続させ、迅速な機能復旧を行うことを目的として、平成２７（２０１５）年に港湾機能継続計

画（港湾 BCP）を策定した。本計画を基にした対応訓練を継続的に実施するとともに、そこか

ら判明した課題や新たな知見を踏まえた見直しを行い、計画内容の改善・更新を図る。 

 

  ウ．危機管理対策の推進 

   ・油流出事故や岸壁の損壊など、港湾機能の低下につながる事故が発生した際に、港湾機能の維持

と早期回復を実現させることを目的に策定した包括的な事故対応要領について、仙台塩釜港の

現状等を鑑みつつ随時更新する。 

   ・近年は、入出港船舶の増加や船舶の大型化傾向がみられるが、仙台塩釜港仙台港区は港の形状が

中央航路に集中する構造となっており、港内で船舶の衝突等の事故が発生した場合は、県経済に

与える影響が大きくなることが想定される。そのため、混雑しつつある港内の船舶航行の安全確

保を目的として、令和７年４月１日に「せんだいポートラジオ」の運用を開始した。引き続きポ

ートラジオ及び仙台塩釜港仙台港区船舶航行安全基準の運用を通して、航行安全を推進してい

く。 

  

 

 

  

  

 

 

 
東北広域港湾防災対策協議会「情報伝達訓練」 オイルフェンス展張訓練 

（出典：東北地方整備局） 
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（３）海上広域物流ネットワークの構築・強化 

 ①東北の発展を支える港湾施設整備の推進 

＜取組方針＞ 

東北を牽引する国際拠点港湾として、東北の産業・雇用・暮らしを守り発展させるため、仙台塩釜

港各港区の特色・機能・ストックを一体的に活用し、物流機能の拡充・高度化を図るとともに、背後

地域に繋がる高速交通体系の整備と連携しながら、高度化する物流ニーズに着実に応えていくため、

港湾運営に必要となる岸壁やふ頭等の基本施設とともに、港湾の機能を効率的に発揮するために必

要な上屋や荷役機械等の整備を進める。 

  

＜取組＞ 

ア 港湾施設整備の推進 

  ・大規模地震発生時における緊急物資輸送の拠点機能の確保を図るため、令和１０（２０２８）年度

の完了に向けて、施設の整備を推進する（国直轄事業）。 

  ・さらに、県事業となる岸壁（－１２m）背後の埠頭用地造成事業についても、令和１０（２０２８）

年度の完了を予定しており、同様に整備を推進していく。 

  

 

図２－１ 石巻港区雲雀野地区 事業箇所図 
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②港湾振興の推進 

＜取組方針＞ 

 貨物取扱量の増加や航路の維持・拡大により、港湾利用を促進するとともに、クルーズ船の寄港促進

による交流人口の拡大を図り、地域経済の活性化や観光振興を推進する。 

 

＜取組＞ 

 ア．ポートセールスの推進 

  ・物流変革の動向を的確に捉え、取扱貨物の分析を行うことにより、荷主企業等への戦略的なポート

セールスを展開する。 

  ・他港との連携を含めたセミナーを開催し、仙台塩釜港の利用について広く働きかけを行うことで

集貨・創貨を図る。 

 

 イ．クルーズ船の誘致及び受入環境の整備 

  ・地元自治体や関係団体等と連携し、クルーズ船社や旅行会社へのポートセールスを展開すること

により、クルーズ船の寄港拡大を図る。 

  ・寄港時の歓迎セレモニーをはじめとしたおもてなしの充実を図ることにより、クルーズ船の継続

的な寄港につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルーズ歓迎イベント 仙台港首都圏セミナー 
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第３編 投資・財政計画 

１ 投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資計画 

  港湾整備事業特別会計においては、港湾計画に基づき、仙台塩釜港石巻港区の雲雀野地区国際物流

ターミナル整備事業を実施する。加えて、仙台塩釜港仙台港区の高砂コンテナターミナル内の舗装補

修及び荷役機械（ガントリークレーン）の更新を計画的に推進する。 

 

全体事業費 約２８億円（令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度） 

 

① 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業 

仙台塩釜港石巻港区は、木材チップや石炭、飼料等の原材料を取り扱うなど、広域的な基幹産業 

を支える原材料の輸入拠点であるほか、紙・合板の製造・供給拠点であり、東北の経済を支える重 

要な港湾である。 

    本事業は、大規模地震発生時における緊急物資輸送等の拠点機能の確保を目的として、耐震強化

岸壁の整備（国施行）及び岸壁背面の埠頭用地造成を推進するものである。 

   整 備 概 要：埠頭用地１１．７ha 

   事 業 期 間：令和６（２０２４）年度～ 

   計画期間投資額：約１６億円（総事業費 約１６億円） 

 

（参考）岸壁（－１２ｍ）（耐震）（国施行） 

    整備概要：岸壁延⾧ L=２４０ｍ（水深１2ｍ） 

    事業期間：令和５（２０２３）年度～ 

 

 
図３-１ 事業箇所図 
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② 仙台塩釜港仙台区向洋地区埠頭用地造成事業（高砂コンテナターミナル舗装工事） 

  東北唯一の国際拠点港湾である仙台塩釜港は、東北全体の海上輸送貨物の約３割を担う、東北の経済

を支える重要な港湾である。 

コンテナ貨物による高砂ふ頭の混雑解消と物流の効率化などを目的として、平成３０年（２０１８）

から令和５年（２０２３）にわたり、空コンテナヤードの再編や埠頭拡張整備を行ってきたが、それ以

外の範囲は、東日本大震災による災害復旧から１０年以上経過し、舗装の老朽化が進行している状況で

ある。  

そのため、本事業は、高砂コンテナターミナルの機能維持を目的として、舗装補修工事を行うもので

ある。 

  整 備 概 要：野積場 ３．８ha 

  事 業 期 間：令和８（２０２６）年度～令和１２（２０３０）年度 

  計画期間投資額：約２.５億円（総事業費 約２.５億円） 

 

 

 

図３-２ 事業箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：東北地方整備局 
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③ 老朽化施設（荷役機械）の計画的更新 

  仙台塩釜港に設置されている荷役機械（ガントリークレーン等）は、供用開始から約３０年経過する

ものもあり、老朽化に伴う維持管理費用や故障リスクが増大し、港湾荷役に支障を与えかねない状況で

あるため、計画的に更新を行い、荷役作業の効率化・安定化を図るものである。 

また、令和６年度には、大規模地震に耐えるよう耐震・免震設計を行った新３号機が供用を開始し、

令和７年度には、老朽化が顕著で継続使用が困難なジブクレーンの撤去を行った。 

  整 備 概 要：荷役機械（ガントリークレーン）更新 

  事 業 期 間：令和１１（２０２９）年度～令和１９（２０３７）年度 

  計画期間投資額：約９億円（総事業費 約４３億円） 

 

 表３-１ 荷役機械（ジブクレーン・ガントリークレーン（ＧＣ））の更新対象表 

荷役機械 ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ ＧＣ１号機 ＧＣ２号機 ＧＣ３号機 ＧＣ４号機 

製作年月 1988 

S63 

1995.3 

H7.3 

1997.3 

H9.3 

2024.6 

R6.6 

2009.9 

H21.9 

供用年数 － ３１年 ２９年 ２年 １６年 

計画期間内の 

更新対象施設 
※ ○    

 （供用年数は令和 8（２０２６）年３月時点） 

※：ジブクレーンは令和７年 5 月に撤去完了した。 

 

 
図３-3 仙台塩釜港の荷役機械（ガントリークレーン） 
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（２）財政収支計画 

 ①投資・財政計画の説明 

 （ⅰ）収益的収支について 

   収益的収入は、主に港湾施設の野積場や荷役機械等の使用料収入、並びに一般会計からの繰入金で

構成されており、計画期間内に約１６２億円の収入を見込んでいる。使用料収入は、将来的な施設供

用による収入の増加を見込んでいる。安定的な収入を確保するため、戦略的なポートセールスや臨港

地区への企業誘致により、利用貨物及び使用料収入等の増加に努める。 

一方、収益的支出は、主に港湾施設管理費と地方債の支払利息で構成されており、計画期間内に約

６８億円の支出を見込んでいる。港湾施設管理費は、管理施設の保守点検費や修繕費等であり、計画

的な施設更新や施設の⾧寿命化対策によって、施設管理費の縮減と平準化に努める。また、地方債の

支払利息は、令和６（２０２４）年度以前に借入した地方債償還金の支払利息を基礎として、令和７

（２０２５）年度以降に新たに起債する地方債の利息を加算して算定している。計画的な資金管理に

より、借入額の削減及び支払利息の軽減に努める。 

計画期間内の収益的収支は、１０か年で約９３億円の黒字を見込んでいる。 

 

 （ⅱ）資本的収支について 

   資本的収入は、地方債及び一般会計からの繰入金で構成されており、計画期間内に約２５６億円の

収入を見込んでいる。地方債は、令和３（２０２１）年度以降に整備を予定している埠頭用地の造成

工事や荷役機械の計画的更新費用に充当するため新たに起債する機能債のほか、年度間の地方債償

還金を平準化させるための資本費平準化債や借換債の起債による収入を見込んでいる。 

   一方、資本的支出は、上記の施設改良費と地方債償還金で構成されており、計画期間内に約３５６

億円の支出を見込んでいる。施設改良費は、埠頭用地の造成工事や荷役機械の計画的更新費として計

画期間全体で約９９億円（令和 8 年度から令和１２年度までは、約２８億円）を計上している。ま

た、地方債償還金は、新たに起債する機能債等の償還金を含めて約２５７億円を見込んでおり、計画

的な資金管理により⾧期的な支出の適正化に努める。 

   計画期間内の資本的収支は、１０か年で約１００億円の赤字を見込んでいる。 

 

 （ⅲ）財政収支計画の収支均衡 

   港湾事業の財政収支計画は、経営戦略策定の令和３（２０２１）年度から８年間は、他会計（宮城

県一般会計）からの繰入により収支均衡となる見込みであるが、令和１１（２０２９）年度から、単

年度で純損益が黒字となる財政収支計画としている。 

   純損益が黒字となる財政収支計画により収支均衡を図るだけでなく、計画的な資金管理により、資

金収支についても考慮しつつ、健全で安定した経営を確保するよう努める。 
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図３－４ 収益的収支の推移 
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第４編 経営戦略の推進 

１ 経営戦略の進行管理について 

 港湾整備事業の経営の効率化を図り、安定的な事業運営を行うため。PDCA サイクルにより事業

の実施状況や施策目標の達成状況について、進行管理を実施しながら、計画的経営の実現を図る。 

 

２ 経営戦略の事後検証、更新等について 

 経営戦略は中⾧期的視点から経営基盤の強化を図ることとし、１０年間の取り組むべき施策や投

資財政計画を定めているが、港湾を取り巻く情勢の変化や新たな課題に対応するため、必要に応じて

見直しを行う。また、進行管理において新たに生じた重要な改善や方針、施策の大幅な変更により経

営戦略の修正が必要な場合は、随時見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 効率的・経営健全化のための取組 

（１）今後の投資についての考え方 

  ・人口減少や超高齢化社会に伴う労働力不足が、今後ますます深刻化することから、 AI 等を活用し

たコンテナ物流の効率化施策を推進していく。 

  ・計画的な修繕や⾧寿命化・耐震化に資する資材の利活用を通して、改修費用の適正化・⾧期的安定

化を図る。 

 

（２）今後の財源についての考え方 

・将来にわたり港湾整備事業の安定的経営が持続できる適正な港湾施設使用料のあり方について検

討を行う。 

  ・積極的なポートセールスの実施により、新規定期航路の誘致や新規顧客の参入を促すことで港湾

利用の増加を図り、港湾施設使用料の収入増を目指す。 

  ・単年毎の支出を平準化することにより、より安定した改修計画の策定に努める。 

  ・経営効率化及び利用者サービスの向上を念頭に置き、指定管理者制度の導入を検討する。 

 

（３）投資以外の経費についての考え方 

・償還計画の適正な管理や定期的な見直しにより、起債残高の減少及び利子支払額の軽減を図る。 
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